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３ 水環境 

 
水質汚濁防止法に定める公共用水域の水質汚濁に係る環境基準 

 

① 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目） 

 

表 3-1 人の健康の保護に関する環境基準（公共用水域） 
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② 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目） 

表 3-2 生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

項目 

 

 

水域 

類型  

利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン濃

度（ｐＨ） 

生物化学的酸

素要求量 

（ＢＯＤ） 

浮遊物質量 

（ＳＳ） 

溶存酸素量 

（ＤＯ） 
大腸菌群数 

ＡＡ 
水道１級 

等 
6.5 以上 

8.5 以下 
1mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 50MPN/100mL 以下

自然環境保全 

Ａ 
水道２級 

等 
6.5 以上 

8.5 以下 
2mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 1,000〃 

水浴 

Ｂ 
水道３級 

等 
6.5 以上 

8.5 以下 
3mg/L 以下 25mg/L 以下 5mg/L 以上 5,000〃 

水産２級 

Ｃ 
水産３級 

工業用水１級 
等 

6.5 以上 

8.5 以下 
5mg/L 以下 50mg/L 以下 5mg/L 以上 ― 

Ｄ 
工業用水１級 

農業用水 
等 

6.5 以上 

8.5 以下 
8mg/L 以下 100mg/L 以下 2mg/L 以上 ― 

Ｅ 
工業用水３級 

環境保全 
等 

6.5 以上 

8.5 以下 
10mg/L 以下 

ごみ等の浮遊が 

認められないこと 
2mg/L 以上 ― 

備考 1 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる）。 

2 農業用利水点については、pH6.0～7.5、DO 5 ㎎/L 以上とする（湖沼もこれに準ずる）。 

 

(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全  

2 水 道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

〃  ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

〃  ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

3 水 産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 

〃 ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 

〃 ３級：コイ、フナ等、β―中腐水性水域の水産生物用 

4 工業用水１級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

〃  ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

〃  ３級：特殊な浄水操作を行うもの 

5 環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩道を含む）において不快感を生じない限度 

 

 

 



58 

水質汚濁防止法に定める環境基準水域類型指定状況 

表 3-3 市内河川類型指定水域 

水域の名称 水域の範囲 該当類型 達成期間 指定日 

日 野 川 上 流 御清水川合流点から上流の水域 Ａ イ 

(昭和 47 年 3 月 31 日

福井県告示第 299 号) 

日 野 川 下 流    〃   から下流の水域 Ｂ イ 

吉野瀬川上流 大 虫 川 合 流 点 か ら 上 流 の 水 域 Ａ イ 

(昭和 53 年 3 月 31 日

福井県告示第 316 号） 

吉野瀬川下流    〃   か ら 下 流 の 水 域 Ｃ イ 

鞍 谷 川 中 流 相高橋から服部川合流点までの水域 Ｄ ロ 

(平成 14 年 3 月 29 日

福井県告示第 310 号) 

鞍 谷 川 下 流 服部川合流点から浅水川合流点までの水域 Ｃ イ 

浅 水 川 上 流 穴 田 川 合 流 点 か ら 上 流 の 水 域 Ｂ イ 
(平成 14 年 3 月 29 日

福井県告示第 311 号) 

天 王 川 全 水 域 Ａ イ 
（平成 16 年 3月 31 日

福井県告示第 226 号） 

穴 田 川 穴  田  川  全  域 Ｂ イ 
(平成 20 年 3 月 28 日

福井県告示第 179 号) 

(注)  1  該当類型の欄中のＡ～Ｄは、環境庁告示別表 2 の 1の(1)の河川の表の類型を示す。 

2  達成期間の分類は、次のとおりとする｡ 

      (1) 「イ」は、直ちに達成 

      (2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成 

      (3) 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

水質汚濁防止法に定める要監視項目 

要監視項目とは、公共用水域等における検出状況からみて、現時点では直ちに環境基準項目とはせず、

引き続き知見の集積に努めるべきと判断された項目です。 

 

表 3-4 要監視項目及び指針値 
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水質汚濁防止法に定める特定施設（抜粋）の届出状況 

 

表 3-6 汚水および廃液に係る特定施設についての届出状況                    令和 4 年 3 月 31 日現在 

№ 施設の種類 工場数 施設数 

1 反応施設 1 5 

資料：福井県丹南健康福祉センター 

 

 

 

表 3-5 水質汚濁防止法に定める特定施設（抜粋）届出状況          令和 4 年 3 月 31 日現在 

号 施  設 

特定事業場届出件数 番号 施  設 特定事業場届出件数 

50m3/日 

以上 

50m3/日 

未満 
小計   

50m3/日 

以上 

50m3/日 

未満 
小計 

1 の 2 
畜産農業又はサービス業の用に供する

施設 
- 2 2 47 医薬品製造業の用に供する施設 - 1 1 

2 畜産食料品製造業の用に供する施設 1 - 1 55 
生コンクリート製造業の用に供するバッ

チャープラント 
1 3 4 

3 水産食料品製造業の用に供する施設 1 - 1 59 砕石業の用に供する施設 - 3 3 

5 

みそ､しょう油､食用アミノ酸、グルタミ

ン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の

用に供する施設 

1 2 3 63 
金属製品製造業又は機械器具製造業の用

に供する施設 
- 1 1 

8 
パン若しくは菓子の製造業又は製あん

業の用に供する粗製あんの沈殿槽 
- 3 3 64 の 2 

水道施設又は自家用工業用水道の施設の

うち、浄水施設 
1 - 1 

9 
米菓製造業又はこうじ製造業の用に供

する洗米機 
- 2 2 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 3 7 10 

10 飲料製造業の用に供する施設 - 3 3 66 電気めっき施設 1 - 1 

11 
動物系飼料又は有機質肥料の製造業の

用に供する施設 
- 1 1 66 の 3 旅館業の用に供する施設 1 36 37 

16 麺類製造業の用に供する湯煮施設 - 3 3 66 の 6 飲食店に設置されるちゅう房施設 - 1 1 

17 
豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯

煮施設 
1 4 5 67 洗濯業の用に供する施設 - 7 7 

19 
紡績業又は繊維製品の製造業若しくは

加工業の用に供する施設 
2 12 14 68 

写真現像業の用に供する自動式フィルム

現像洗浄施設 
- 3 3 

21 の 2 
一般製材業又は木材チップ製造業の用

に供する湿式バーカー 
- 1 1 71 自動式車両洗浄施設 - 35 35 

21 の 3 
合板製造業の用に供する接着機洗浄施

設 
- 1 1 71 の 2 

科学技術に関する研究、試験、検査又は

専門教育を行う事業場で環境省令で定め

るものに設置されるそれらの業務の用に

供する施設 

- 2 2 

23 
パルプ､紙又は紙加工品の製造業の用に

供する施設 
18 47 65 71 の 3 一般廃棄物処理施設である焼却施設 - - - 

23 の 2 
新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用

に供する施設 
- 2 2 71 の 4 産業廃棄物処理施設 - 1 1 

27 
前2号に掲げる事業以外の無機化学工業

製品製造業の用に供する施設 
1 - 1 71 の 5 

トリクロロエチレン、テトラクロロエチ

レン又はジクロロエチレンによる洗浄施

設 

- 1 1 

32 
有機顔料又は合成染料の製造業の用に

供する施設 
- 1 1 72 し尿処理施設 13 1 14 

33 合成樹脂製造業の用に供する施設 1 - 1 73 下水道終末処理施設 3 - 3 

46 

第 28 号から前号までに掲げる事業以外

の有機化学工業製品製造業の用に供す

る施設 

2 - 2      

 合  計 50 188 238 

  資料：福井県丹南健康福祉センター
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水質汚濁防止法に定める一律排水基準 

① 有害物質 

表 3-7 水質汚濁防止法に定める一律排水基準 
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② その他の項目 

表 3-8 水質汚濁防止法に定める一律排水基準 

 

  



63 

福井県公害防止条例に定める上乗せ排水基準 

表 3-9 福井県公害防止条例に定める排水基準（九頭竜川水域）    （単位：mg/L、※（）は日間平均） 
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水質環境調査結果 

 

① 健康項目 

表 3-10 健康項目調査結果                                                        （単位:㎎/L） 
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②生活環境項目（河川） 

表 3-11 生活環境項目（河川）調査結果 
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表 3-12 生活環境項目（河川）調査結果（経年） 
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③生活環境項目（河川流域） 
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            図 3-24 令和 3 年度 河川水質調査地点 
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生活系排水対策資料 

 

表 3-25  公共下水道整備状況及び水洗化状況                令和 4 年 3 月 31 日現在 

       年 

単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

接続可能状況 
戸数 (A) 戸 23,950 24,184 24,573 25,005 

住登人口  人 63,197 63,520 64,559 65,204 

水洗化状況 

戸数 (B) 戸 20,725 21,206 21,671 22,188 

住登人口  人 53,911 54,650 56,153 57,098 

水洗化率 (B/A) ％ 86.5 87.3 88.2 88.7 

資料：下水道課 

 

表 3-26  農業・林業集落排水整備状況及び水洗化状況            令和 4 年 3 月 31 日現在 

       年 

単位 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

接続可能状況 
戸数 (A) 戸 1,198 1,206 1,211 1,217 

住登人口  人 3,505 3,496 3,412 3,403 

水洗化状況 

戸数 (B) 戸 1,078 1,089 1,095 1,098 

住登人口  人 3,162 3,162 3,091 3,078 

水洗化率 (B/A) ％ 90.0 90.3 90.4 90.2 

資料：下水道課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


